
【コーポレート・ガバナンス体制図】 



【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

適時開示のうち、緊急を要する発生事実に係る開示につきましては、上記フローにおいて取締役会の承認

を得ずに開示し、事後に報告することとしております。 

以上 


